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沖縄立図書館交流ルーム管理運営要領 
 

令和６年２月 27 日館長決裁 

  
 （趣旨） 

第１条 この要領は、沖縄県立図書館利用規約（平成 30 年 12 月 14 日教育長承認）第 26 条の規

定に基づき、沖縄県立図書館（以下「図書館」という。）に設置する交流ルーム（以下「交流

ルーム」という。）の利用に関し必要な事項を定めるものとする。 
 

 （利用目的） 

第２条 交流ルームの貸し切りによる利用（以下「占有利用」という。）ができる用途は、以下

のとおりとする。 
(1) 図書館の資料を用いたグループ学習（ただし、利用人数が５名以上のものに限る。） 

(2) 図書館の資料を用いた催事、研修等 

(3) 県民の読書活動の推進、子育て支援、健康・医療、ビジネス関連の課題解決に資する 
等、公益的な催事 

(4) その他、館長が認めた活動 

２ 交流ルームは、前項各号の規定による利用がない場合に限り、持ち込み資料による自主学習

が可能な閲覧席として利用するものとする。 
  

 （利用可能日及び時間） 

第３条 本要領による交流ルームの利用は、図書館の開館日及び開館時間内に限るものとする。 

 

 （占有利用の申請等） 

第４条 第２条第１項の規定に基づき交流ルームを占有利用しようとする者は、所定の申請書

（様式第１号）に次に掲げる資料を添えて申請するものとする。 

(1)  企画書等催事等の内容が確認できる資料 

(2)  主催団体等の概要が確認できる資料 

(3)  催事の参加者等から参加料等を徴収する場合は収支予算計画書 

(4) その他、館長が必要と認める資料  

(5)  前各号の手続きについては、インターネット及び電子メールにて行うことができる。 

２ 前項に規定する申請は、１時間単位で行うものとし、申請時間には、催事の準備・片付け等 

に要する時間を含め、かつ、必要最小限の時間で申請するものとする。 

３ 交流ルームで開催する催事等の開催時間は、20 時までとする（撤収及び原状回復にかかる時

間を含む）。 
４ 交流ルームの占有利用に係る申請受付期間は、催事開催希望日の３か月前から２週間前まで 

の期間とする。 
  

 （自主学習等による利用） 

第５条 第２条第２項の規定に基づき、自主学習等の為、交流ルーム内の閲覧席を利用しようと 

するものは、原則として、座席予約システムにより利用申請を行うものとする。 
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２ 自主学習等による座席利用方法は一般閲覧室に準ずる。 

３ 座席予約システムの利用方法等については、館長が別に定めるところによる。 

 

 （備品の利用） 

第６条 交流ルームを利用する者が、設備・機器等を持ち込みにより使用しようとする場合、 

事前に図書館に申出るものとする。 

２ 交流ルームに備え付けられた備品を使用したものは、使用後に当該備品を元の位置に戻す

等、原状回復を行うものとする。 

３ 交流ルームの設備、備品を汚損、損傷又は滅失させた場合、直ちに図書館職員へ申出るもの 

とする。 

４ 故意または重大な過失により交流ルーム内の設備、備品等を汚損、損傷又は滅失したと認め

られる場合、利用者が賠償責任を負うものとする。 

  

 （遵守事項） 

第７条 交流ルーム内における禁止事項は、次のとおりとする。 

(1)  アメ、ガム等を含む食事 
(2)  倒れると内容物がこぼれるおそれのある容器に入った飲み物の持ち込み 

(3)  交流ルームの占有利用を許可されたものによる他の者への転貸 

(4)  火気を扱う設備や危険物等の持ち込み（喫煙を含む） 

(5)  物品の販売並びに買取及び投資、勧誘等を目的とした営業活動、その他専ら営利を目的 

としていると認められる活動（会社説明会、採用試験、テレワーク等を含む。） 

(6)  資格試験、その他の試験・テスト等の開催 

(7)  募金活動 

(8)  動物(介助犬等を除く）、植物の持ち込み 

(9)  騒音を発生させる行為（催事等において、室外へ音が漏れないよう十分に配慮して音楽 

等を使用する場合を除く） 

(10) 収容定員(40 名)を超過した利用 

(11) 第４条の規定に基づく申請の内容から大きく相違していると認められる利用 

(12) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる行為 

(13) 公益を害するおそれがあると認められる行為 

(14) 催事等の内容が政治活動、宗教活動に関する内容、誹謗中傷又は反社会的な内容と認め 

られる行為 

(15) 催事の目的又は内容が不明確であると認められる行為 

(16) 催事の開催により、施設の管理・運営上支障をきたすおそれがあると認められる行為 

２ 前項各号に該当する利用があった場合、交流ルームの利用をとり止め速やかに交流ルームか 

ら退出するものとする。 

３ 第２条第１項に基づき交流ルームを利用する者は、次に掲げる事項を室の入口等に掲示し 

県立図書館の利用者へ周知すること。ただし、催事の開催目的または参加者への配慮上、掲示 

を控える必要がある場合は、この限りではない。 

(1) 利用目的 (催事の内容) 

(2) 利用時間 (催事の準備、開催及び片付けに要する時間) 

(3) 利用者  (主催者名) 
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 （占有利用の許可） 

第８条 第４条の規定による利用申請について、申請内容を審査し、占有利用を認める場合は利

用許可書（様式第２号）により申請者へ通知するものとする。 

 

 （占有利用許可の取消） 

第９条 前条の規定により占有利用許可の通知をした後であっても、以下の各号に該当するとき

は、利用許可を取り消すものとする。 

(1) 占有利用申請者が虚偽の申請を行ったと認められる場合 

(2) 占有利用申請者が利用許可後に無断で申請内容を変更したと認められる場合 

(3) 第７条各号に規定する事項に抵触し、又は抵触するおそれがあると認められる場合 

(4) 利用申請者が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６

号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）と認められる場合 

２ 前項に該当することが認められる場合、催事の途中であっても占有利用承認を取り消し、利 

用を中止する。 

 

 （免責事項等） 

第 10 条 交流ルームの占有利用に係る次の事項については、占有利用者の責に帰するものとす 

る。 

(1)  地震、火災、台風その他の天災地変、社会的事変等によって生じた損害 

 (2) 前条の規定等により、催事等を中止した場合に生じた損害 

２ 交流ルームの占有利用に係る次の事項については、占有利用者が行うものとする。 

(1) 貴重品、機材、荷物等の保管・管理 

 (2)  催事等に係る参加者からの問い合わせ対応 

 

 （補則） 

第 11 条 本要領に定める事項の他、交流ルームの利用に関して必要な事項は、館長の定めると

ころによる。 

 

附 則 
 この要領による取扱いは、令和６年３月１日から適用する。 

 

【改正履歴】 

令和元年６月 13 日一部改正（館長決裁） 
令和２年 12 月 14 日一部改正（館長決裁） 
令和３年 12 月 21 日一部改正（館長決裁） 
令和６年２月 27 日全部改正（館長決裁） 


